
事業年度末から通常総会までの事業協同組合の手続きの流れ

90日前までに脱退予告 ※

決算関係書類・事業報告書作成

4週間以内

監事は4週間を経過した日までに

監査報告を理事に通知

2週間前までに通知※

2ヶ月以内 ※

・決算関係書類提出 ・代表理事の変更登記

※定款の定めにより異なります ・決算関係書類提出

・役員変更届出

・税務申告・納付 （決算日から2ヶ月以内）

役員変更がある場合

事業年度末

法定脱退 自由脱退

出資金の変更登記

2週間以内

脱退の申し出がある場合

出資金の変更がある場合

監　査

理事会

通常総会の招集

通常総会

持ち分の払い戻し

理事会

役員の変更がない場合


